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令和８年度 愛知県介護支援専門員 

専門研修・更新研修（実務経験者）開催要項 

１ 目 的 

  この研修は、一定の実務経験をもとに、必要に応じた専門知識、技能の習得を図ることにより、その

専門性を高め、介護支援専門員の資質向上を図ることを目的とします。 
 

２ 受講対象者  

 (1) 専門研修  

介護支援専門員証の有効期間満了日が令和１０年１月１日～令和１０年１２月３１日の方で、 

介護支援専門員として現在実務に就いている方が対象です。 

各課程の対象は、次のとおりです。 

【課程Ⅰ（５６時間以上）】 

介護支援専門員の資格取得後、研修開始時点（令和８年６月末）までに実務従事期間が６か月以

上の方（継続して実務に就いていなくても従事期間の合計で可）で、過去に実務経験者（課程Ⅰ及

び課程Ⅱ）の更新研修もしくは専門研修を修了していない方、もしくは前回受講した研修が特例再

研修の方。 

 

【課程Ⅱ（３２時間以上）】 

介護支援専門員の資格取得後、研修開始時点（令和８年８月末）までに実務従事期間が３年以上

の方（継続して実務に就いていなくても従事期間の合計で可）で、過去に実務経験者（課程Ⅰ及び

課程Ⅱ）の更新研修もしくは専門研修を修了したことのある方（※）、もしくは現在の有効期間内

に専門研修課程Ⅰ（５６時間）のみを受講した方。 

※ただし前回受講した研修が特例再研修の場合は課程Ⅰ及び課程Ⅱの受講が必要となります。 

     

(2) 更新（実務経験者）研修（８８時間以上） 

介護支援専門員証の有効期間満了日が令和９年１月１日～１２月３１日の方で、専門員証の有効

期間内に介護支援専門員として実務に就いている、または就いていた方で、過去に実務経験者（課

程Ⅰ及び課程Ⅱ）の更新研修もしくは専門研修を修了していない方、もしくは前回受講した研修が

特例再研修の方。 

 

    更新（実務経験者）研修（３２時間以上） 

介護支援専門員証の有効期間満了日が令和９年１月１日～１２月３１日の方で、専門員証の有効

期間内に、介護支援専門員として実務に就いている方、または就いていた方で、過去に実務経験者

（課程Ⅰ及び課程Ⅱ）の更新研修もしくは専門研修を修了したことのある方（※）、もしくは現在

の有効期間内に専門研修課程Ⅰ（５６時間）のみを受講した方。 

※ただし前回受講した研修が特例再研修の場合は課程Ⅰ及び課程Ⅱの受講が必要となります。 

 

なお、研修受講コースについては本会で審査を行い決定いたします。予めご了承ください。 

 

３ 実施機関 

 社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 
 

４ 受講申込方法 

 (1) 受付期間  

      令和８年３月２５日（水）午前１０時から４月２７日（月）午後５時まで 

  

 (2) 申込方法 

   必要書類➀～➂全てを（３）の送付先まで郵送のうえ、研修受付システムに必要事項を入力してください。 

（必要書類は①「必要書類申請書類申請用紙」、➁「専門員証の写し」、③「修了証書の写し」の３点を添付してください。）  
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必要書類の提出と研修受付システムへの入力  

の両方を合わせて初めてお申込が完了します 

※研修の申込方法は要項の最後に記載があります 
よくある質問Q&Aも参考にしてください。 

 

 (3) 必要書類送付先（郵送物は申込期間内の消印のみ受付可） 

〒46１-0011 名古屋市東区白壁1－50 

       愛知県社会福祉会館5階 福祉人材センター「ケアマネ研修」担当宛て    

 

 (4) 募集定員 

       課程Ⅰ（５６時間以上）：３００名  課程Ⅱ（３２時間以上）：９００名 

 

５ 受講者の決定 

申込者が定員を超えた場合について 

①介護支援専門員証の有効期間満了日が令和 9 年１月１日～令和 9 年 12 月 31 日（愛知県登録に限る）の方 

②介護支援専門員証の登録が愛知県かつ愛知県在勤の方 

③愛知県在住の方 

優先順位は① → ② → ③とし、受講決定をいたします。 

 

受講決定通知については、６月中旬頃に送付する予定です。 

６月末までに通知が届かない場合は、愛知県社会福祉協議会 福祉人材センターまでご連絡ください。   

 

６ 受講料（非課税） 

専門研修課程Ⅰ＋Ⅱ 

更新研修（８８時間以上） 
専門研修課程Ⅰ 

専門研修課程Ⅱ 

更新研修（３2 時間以上） 

６１，０００円 ３５，３００円 ２５，７００円 

受講料の振込方法については受講決定通知にてお知らせいたします。申込時にお支払い頂く必要はありま

せん。また受講料にテキスト代は含まれておりません。使用テキストや購入方法等、詳細については受講

決定通知で案内いたします。 

 

７ 研修日程及び内容等 
 

課程Ⅰ（５６時間以上） 

区分 受講方法 会場 研修時期 開催曜日 日数 

講義 オンデマンド視聴※1  令和８年７月～８月   

演習 集合研修 第一富士ビル 令和８年８月～１０月 平日・土日 ６日間 
 

課程Ⅱ（３２時間以上） 

※1 講義については原則オンデマンドによる受講をして頂きます。オンデマンドによる受講が難しい場合は、

研修会場（集合）による映像視聴へ変更することができます。変更方法については受講決定通知にてお知ら

せいたします。なお、研修会場（集合）での視聴は平日のみでの開催を予定しております。 

 

・具体的な研修日程及び内容については、受講決定通知に同封される受講案内にてご確認ください。 

区分 受講方法 会場 研修時期 開催曜日 日数 

講義 オンデマンド視聴※1  令和８年９月～１０月   

演習 集合研修 第一富士ビル 令和８年１０月～１２月 平日・土日 ４日間 

https://www.aichi-fukushi.or.jp/wp-content/uploads/r8_cm_qa.pdf
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研修日についてはこちらで指定した日にちで受講をお願いします。ご自身の研修日につきましては受

講決定通知に同封される受講決定事項書をご確認ください。 

・原則、こちらが指定した日にちでご受講をお願いしておりますが、疾病等やむを得ない理由により、不

都合が生じた場合、他の空きが出た日程で調整させていただきます。研修日の変更手続きは受講決定通知

に同封される受講案内をご確認ください。

・研修についての予定は変更となる場合があります。

８ 研修会場 (講義の集合による映像視聴及び演習実施会場) 

   第一富士ビル２階 (社会福祉法人愛知県社会福祉協議会福祉人材センター研修会場) 

※会場案内参照

９ 個人情報の取り扱い 

研修受付システム等介護支援専門員研修事業において本会が取得した個人情報は厳密に管理し、修

了証書作成及び介護支援専門員研修事業の適切な実施以外の目的には利用いたしません。 

10 教育訓練給付金制度の利用について 
・本研修は、特定一般教育訓練講座に指定されています。

・教育訓練給付制度を利用する場合は、受講開始日の１４日前までに住居所を管轄するハローワークで、

訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードを作成し、受給資格確認申請をする必要があ

ります。

・教育訓練講座の指定番号、受講開始日及び受講修了日は以下のとおりです。

研修名 指定番号 
受講開始日 

受講修了日 
講座名 

専門研修課程Ⅰ 2322014-2６100２3-８ 
令和８年７月１日 

令和８年９月３０日 

特定一般
教育訓練講座 

専門研修課程Ⅰ＋Ⅱ 2322014-2６100１3-5 
令和８年７月１日 

令和８年１２月３１日 

更新研修（88 時間） 2322014-2510033-0 
令和８年７月１日 

令和８年１２月３１日 

専門研修課程Ⅱ 2322014-2６10033-0 
令和８年９月１日 

令和８年１２月３１日 

更新研修（32 時間） 2322014-2510043-3
令和８年９月１日 

令和８年１２月３１日 

・受講開始日及び受講修了日は実際の研修開始日及び研修修了日とは異なります。

・研修の申込をしてから受講開始日までの間に本会へ「給付希望者連絡書」を提出してください。

こちらの提出があった方に、研修修了後に給付金の申請書類等を発行します。

給付希望者連絡書のダウンロードはこちらをクリック
→クリックするとダウンロードできます。

＜提出方法＞ 

ＦＡＸ（０５２）２１２－５５１８ または 4（３）必要書類送付先へ郵送 

※教育訓練給付制度の詳細は、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。

https://www.aichi-fukushi.or.jp/wp-content/uploads/r8_cm_kyufu_renraku.pdf
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１１ 実務経験の範囲について 
(1)介護支援専門員としての実務経験の範囲は、次の事業所または施設において、介護支援専門員と

して実務に従事している又は、していたものに限ります。 

①居宅介護支援事業所 

②介護予防支援事業所(地域包括支援センター) 

③小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

④介護老人福祉施設 

⑤介護老人保健施設 

⑥介護医療院・介護療養型医療施設 

⑦特定施設入居者生活介護事業所 

⑧地域密着型介護老人福祉施設 

⑨地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 

⑩認知症対応型共同生活介護事業所 

 

ただし、上記の事業所または施設に勤務していたとしても、単に、要介護認定のための調査業務

のみを行っていた場合や、利用者・サービス提供事業者との連絡調整を補助的に行うのみで、サー

ビス計画の作成を行っていない場合は、実務経験としては認められません。 

また、指定居宅介護支援事業所においては、基準上、常勤専従の管理者を置くこととなっており

ますので、当該管理者については、実務経験があると認められます。 

 

(2)地域包括支援センターに配置されている保健師・社会福祉士等についても予防プランの作成を 

行っていれば、実務経験があると認められます。 

 

(3)産休期間は実務従事期間に含みますが、育休期間は実務従事期間に含まれません。 

 

(1)～(3)いずれの場合も、介護支援専門員の資格取得後の実務経験が対象になります。 

 
1２ その他 

主任介護支援専門員更新研修を介護支援専門員証の有効期間内に修了される場合は、介護支援専門

員更新研修を受けたものとみなされます。主任介護支援専門員の研修については、本会では実施して

おりません。実施機関である団体下記団体へお問い合わせください。 

 
【愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会ホームページ】https://www.aichi-kaigo.org/ 

【日本福祉大学社会福祉総合研修センターホームページ】https://www.n-fukushi.ac.jp/recurrent/biz/aichi/caremanager/ 

 
 

〔 研 修 会 場 案 内 図 〕 
第一富士ビル 

名古屋市東区代官町３５－１６ ２階      

 

地下鉄 新栄町駅（東山線）１番出口徒歩８分           

地下鉄 高岳駅（桜通線） ２番出口徒歩８分 

 

・会場内で飲食できます。 

・ゴミは必ず自宅まで持ち帰ってください。 

・駐車場はありません。 

・身体障害者用トイレ等の配慮が必要な方は 

事前にお申出ください。 

 ２番出口 

１番出口 

 ２番出口 
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《研修の申込方法》 
 

研修の申し込みは必要書類の提出＋研修受付システムへの入力の２段階方式とな

り、両方の手続きを行わないと、申し込み完了とはなりません。 

下記の通り、研修の申し込みを行ってください。 

 

 

 

 

 

その１「必要書類」の提出 

 

 

 

 

➀本会ホームページより「必要書類申請書」をダウン

ロードし、印刷を行う。 

 

②枠線内に「介護支援専門員証の写し」を貼り付け

る。 

 

注）原本を貼り付けないようにご注意く

ださい 

 

③枠線内に「氏名」「ふりがな」「生年月日」「電話番号」

を記入する。 
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注１）過去に本会で研修を修了し、交付された

修了証書を紛失した場合はケアマネ研修担当

（TEL：０５２-２１２-5516）までお電話くださ

い。本会以外で修了している場合は、研修を

修了した研修機関へお問い合わせいただき、

修了証書の再発行もしくは研修を修了した証

明書類の発行手続きを行ってください。 

注２）過去に修了した研修について本会よりお問

い合わせさせていただく場合がございます。予め

ご了承ください。 

④過去に修了した研修について、修了年度を「必要書

類申請書」に記入する。 

 

前回修了した研修が 

「専門研修課程Ⅰ」 

「専門研修課程Ⅱ」 

「更新研修８８時間」 

「更新研修３２時間」 

「実務研修」 

の方 

 

 

前回修了した研修が 

「更新研修（実務未経験者）」 

「再研修」 

の方 

 

 

 

 

 

 

⑤「介護支援専門員の資格取得日」を記入し、研修開

始日」を〇で囲む。介護支援専門員の資格取得日から

研修開始日までの期間で介護支援専門員として実務

に従事していた期間を記入する。 

 

注）通算実務従事期間について、従事していない期間

がある場合は従事していない期間を差し引いた通算

実務従事期間を記入してください。 

⑥下記３点の書類を本会まで郵送する。 

 

Ⅰ：「必要書類申請書」 

Ⅱ：「介護支援専門員証の写し（必要書類申請書内上部に貼り付ける）」、 

Ⅲ：「④で記入した研修の修了証書の写し」 

 

 

その２研修受付システムへの入力 
➀本会ホームページより受講申込はこちらをクリックし、「研修受付システム」のページを開く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回修了した修了証

書に記載のある修了

年度を記入してくださ

い。前回以前に研修を

修了している場合であ

っても前回以前の修

了年度の記載は必要

ありません。 

前回修了した修了証書

に記載のある修了年度

を記入してください。

また前回以前に実務経

験者向けの専門研修・

更新研修を受講したこ

とのある場合は、そち

らも合わせて修了年度

をご記入ください。 
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➁枠内にメールアドレスを入力し「メールアドレスの送信」をクリックしてください。 

 
 

 

【注意事項】 

システムからの自動メールを受信するために、ドメインの指定解除が必要な場合があります。 

システムからのメールは「＠caremgr-kensyu.jp」ドメインから送付しています。 

メールソフトや端末の設定により、上記ドメインが迷惑メールとして処理される可能性がありますので、ご確

認ください。 

1 時間以内に自動返信メールが届かない場合は、 メールアドレスの入力を間違われた可能性があります。 

 

 

 

 

 

③「メールアドレスの送信」をクリックすると、入力したメールアドレス宛に自動返信メールが届き、次の画面が

表示されます。 

 
 

 

 

 

 

 

研修に関する事務連絡をご入力いただいたメールア

ドレスに行うことがあります。受取可能なメールアド

レスをご入力ください。また、法人代表等のメールア

ドレスはお控えいただき受講生個人のメールアドレ

スを入力してください。 

自動返信メールに記載されてい

る URL をクリックして、申し込

みフォームに進んでください。 
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④自動返信メールの URL をクリックすると、申込フォームが表示されます。 

画面に従って枠内に入力してください。入力したら画面最下部の「確認画面へ」を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑤入力した内容に修正がなければ、「この内容で登録する」をクリックしてください。 
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⑥「この内容で登録する」を押すと、登録した内容が記載された自動返信メールが届きます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承認メールが届くまで今しばらくお待ちください。 

○注 手続きはまだ完了していません 

 

 

 

⑦承認されると、承認のお知らせメールが届きます。 

 

 
 

 

 

 

 

本会で登録内容の確認を行い、

確認後、随時承認をいたします。 

承認にはお時間をいただきま

す。（最大で5日程度いただく場

合ございます） 

承認後は別メールにてご連絡い

たします。 
 

 

承認のお知らせメールに記載さ

れている URL をクリックして、

ＷＥＢでの研修申し込みフォー

ムに進んでください。 
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⑧URL をクリックすると次の画面が表示されます。承認のお知らせメールに記載されている「ログイン ID」

「パスワード」を入力して「ログイン」を押してください。 

 
 

 

 

⑨ログイン後、画面左「研修の申し込み」をクリックする。 

 
 

 

⑩「詳細」をクリックする。 
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⑪画面下部の「申込み」をクリックする。 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面下方にスクロール 
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⑫画面をスクロールすると、「１.申込み情報」に項目１から順に項目１１まで目を通してご回答ください。 

回答したら画面下部の「申込み内容の確認」をクリックする。 

 
 

 

 
 

 

 

画面下方にスクロール 
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⑬画面をスクロールすると、「2.申込み内容確認」に回答した内容が表示されます。回答を確認し、修正がなけ

れば、画面下部の「この内容で申込む」をクリックする。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

画面下方にスクロール 
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⑭WEB での研修申し込みが完了すると、完了メールが届きます。 

 
 

 


